
お知らせ お知らせ

市政ニュース 市政ニュース

8令和元年8月号9 令和元年8月号

子
育
て
応
援                           

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
依

頼
会
員
を
募
集
し
ま
す

　

子
育
て
の
お
手
伝
い（
お
子
さ
ん
の
送

迎
・
一
時
預
か
り
）を
し
て
ほ
し
い
方
、

地
域
の
方
に
お
願
い
し
て
み
ま
せ
ん
か
?

登
録
説
明
会

日
時　
８
月
19
日
㈪

　

午
前
10
時
〜
11
時
45
分

場
所　
美
和
公
民
館

対
象　
生
後
６
か
月
か
ら
小
学
校
６
年
生

　

ま
で
の
お
子
さ
ん
が
い
る
あ
ま
市
、

　

ま
た
は
大
治
町
内
在
住
も
し
く
は
在

　

勤
の
方

※
妊
婦
さ
ん
、
ま
た
は
生
後
６
か
月
未
満

　

の
お
子
さ
ん
が
い
る
方
も
仮
登
録
可
能
。

　

事
務
局
へ
お
電
話
く
だ
さ
い
。

※
登
録
説
明
会
へ
の
参
加
が
必
要
で
す
。

　

都
合
が
つ
か
な
い
場
合
は
事
務
局
へ
お

　

電
話
く
だ
さ
い
。

定
員　
30
人

申
込　
説
明
会
の
３
日
前
ま
で
に
電
話
、　

　

ま
た
は
メ
ー
ル

※
説
明
会
の
無
料
託
児
が
あ
り
ま
す（
４

　

か
月
か
ら
未
就
学
児
ま
で
、
要
予
約
、　

　

定
員
有
り
）。
託
児
ご
利
用
を
希
望
の
方

　

は
開
催
日
１
週
間
前
ま
で
に
申
込
み
が

　

必
要
で
す
。

【
メ
ー
ル
申
込
】
件
名
「
説
明
会
申
込

　

み
」、
本
文
に
「
氏
名
、
電
話
番
号
、

　

受
講
日
、
託
児
の
有
無（
有
り
の
場
合

　

は
名
前
、
月
齢
・
年
齢
）」
を
記
入
し

　

て
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
あ
ま
市
・
大
治
町
広
域
フ
ァ
ミ

　

リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
務
局

　
（
甚
目
寺
庁
舎
子
育
て
支
援
課
内
）

　

☎︎
４
６
２
・
０
１
５
０

　

FAX
４
６
２
・
０
１
６
０

ama-harufamisapo@clovernet.ne.jp

あ
ま
市
役
所

開
庁
時
間
 午前
8
時
３０
分
〜

 

午
後
5
時
１５
分

閉
庁
日
 土
･
日
曜
･
祝
日

統

　計

産

　業

寄

　附

人

　権

子
育
て

都
市
計
画

耐

　震

診察券

保
険
・
年
金

税

生
涯
学
習

環
境
・
衛
生

戸
籍
・
届
出

老
人
保
健

児
童
福
祉

教

　育

お
知
ら
せ

そ
の
他

大
会
結
果

催

　し

健
康
推
進

介
護
保
険

募

　集

福

　祉

水

　道

防
　犯

ー省略文字の見方ー
…日時時 …場所所

…費用￥ …持ち物持

…申込・受付申…その他他
…問合先問 …ウェブサイトweb

…後援援…主管管
…主催催 …共催共

…内容内 …講師師
…定員定…対象対

■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■

参
加
者
募
集

救
　急

防
　災

消
　防

甚目寺庁舎に
手話通訳者を配置しています
火曜日		午前9時〜正午、午後1時〜4時
木曜日		午前9時〜正午
※上記以外の曜日、または甚目
　寺庁舎以外でのご利用につき
　ましては、お問い合わせください。

問合先　社会福祉課
☎444・3135　℻443・3555

shogai@city.ama.lg.jp　　　　

あ
ま
市
役
所

開
庁
時
間
 午前
8
時
３０
分
〜

 

午
後
5
時
１５
分

閉
庁
日
 土
･
日
曜
･
祝
日

統

　計

産

　業

寄

　附

人

　権

子
育
て

都
市
計
画

耐

　震

診察券

保
険
・
年
金

税

生
涯
学
習

環
境
・
衛
生

戸
籍
・
届
出

老
人
保
健

児
童
福
祉

教

　育

お
知
ら
せ

そ
の
他

大
会
結
果

催

　し

健
康
推
進

介
護
保
険

募

　集

福

　祉

水

　道

防
　犯

ー省略文字の見方ー
…日時時 …場所所

…費用￥ …持ち物持

…申込・受付申…その他他
…問合先問 …ウェブサイトweb

…後援援…主管管
…主催催 …共催共

…内容内 …講師師
…定員定…対象対

■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■

参
加
者
募
集

救
　急

防
　災

消
　防

粗大ごみ収集の予約はインターネットからもつながります
　電話窓口が混み合い、なかなかつながらない。その場合、粗大ごみ受付センターではインター
ネット窓口からもお手軽にご予約できます。

問合先　環境衛生課　☎444・3132

　市公式ウェブサイトのトップページ（http://www.city.ama.aichi.jp/）を検索、表示し、「粗大ごみ受付セン
ター」のアイコンをクリックしてください。

▼
　インターネット予約画面に移動します。

▼
　予約の操作が終わると、仮受付の完了です。
受付番号が表示されますので、メモなどで控え
てください。

▼
　電話予約の受付時間内に予約完了メールが
届きますので、その時点で正式受付となり、あ
わせて収集日もお知らせします。

※電話予約と同様、出し方のルールを守ってく
　ださい。

アイコンをクリック



お知らせ お知らせ

市政ニュース 市政ニュース

8令和元年8月号9 令和元年8月号

伊
福
・
秋
竹
小
学
校
放
課
後
子
ど
も
教
室

の
申
込
み
に
つ
い
て

　

10
月
か
ら
放
課
後
子
ど
も
教
室
を
新

設
し
ま
す
。

実
施
日
・
時
間　

10
月
か
ら
令
和
２
年

　

２
月
ま
で
の
月
曜
日
の
う
ち
、
年
10

　

回（
午
後
３
時
〜
５
時
）

対
象　
伊
福
、
秋
竹
小
学
校
に
在
籍
す
る

　

児
童

内
容　
保
護
者
や
地
域
の
方
等
の
参
画
を

　

得
て
、
放
課
後
に
工
作
・
レ
ク
リ
エ
ー

　

シ
ョ
ン
等
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
行
い
ま
す
。

　

異
学
年
間
の
交
流
、
地
域
の
方
と
の
触

　

れ
合
い
、
体
験
活
動
等
を
行
い
ま
す
。

定
員　
各
校
40
人

参
加
費　
年
額
２
，
０
０
０
円

　
（
傷
害
保
険
料
や
活
動
で
の
教
材
費
分
）

児
童
の
帰
宅
方
法　
徒
歩
か
自
転
車
に
よ

　

る
保
護
者
、
ま
た
は
そ
れ
に
代
わ
る

　

大
人
の
お
迎
え
が
必
要
で
す
。

　

※
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
登
録
者
は
申
込

　
　

み
で
き
ま
せ
ん
。

申
込
に
つ
い
て
は
左
記
の
と
お
り

仮
受
付

受
付
場
所　

七
宝
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

　
ー
、
子
育
て
支
援
課（
甚
目
寺
庁
舎
）

受
付
期
間　

８
月
５
日
㈪
か
ら
13
日
㈫

　

ま
で
の
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時

　

15
分（
土
・
日
曜
・
祝
休
日
を
除
く
）

定
員
を
超
え
た
場
合

　

抽
選
を
行
い
、
当
選
者
番
号
・
補
欠
者

番
号
を
市
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し

ま
す
。
当
選
者
に
は
８
月
下
旬
に
申
請
書

を
、
補
欠
者
に
は
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

そ
の
後
、
９
月
上
旬
に
登
録
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。

抽
選
日
時
・
場
所　

８
月
20
日
㈫
午
後

　

１
時
30
分
か
ら
七
宝
公
民
館
研
修
室
で

　

行
い
ま
す
。

※
出
席
は
任
意
で
す
。

定
員
を
超
え
な
か
っ
た
場
合

　

８
月
下
旬
に
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

そ
の
後
、
９
月
上
旬
に
登
録
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。

※
登
録
説
明
会
の
詳
細
は
、
申
請
書
送
付

　

の
と
き
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
先　
子
育
て
支
援
課

　

☎︎
４
４
４
・
３
１
７
３

ひ
と
り
親
家
庭
に
対
す
る
手
当
の
ご
案
内

児
童
扶
養
手
当

　

次
の
要
件
に
当
て
は
ま
る
18
歳
以
下

（
18
歳
到
達
年
度
の
３
月
31
日
ま
で
）

の
児
童（
一
定
の
障
が
い
が
あ
る
と
き
は

20
歳
未
満
）を
監
護
し
て
い
る
父
、
ま
た

は
母
も
し
く
は
養
育
し
て
い
る
方
に
支
給

さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
受
給
か
ら
５
年
を
経
過
し
た

方
で
未
就
労
な
ど
の
場
合
に
、
支
給
額
が

２
分
の
１
に
減
額
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

支
給
要
件

①
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

②
父
、
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

③
父
、
ま
た
は
母
が
重
度
の
障
が
い
に
あ

　

る
児
童

④
父
、
ま
た
は
母
か
ら
引
き
続
き
１
年

　

以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る
児
童

⑤
父
、
ま
た
は
母
が
引
き
続
き
１
年
以

　

上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
児
童

⑥
父
、
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
の
D
V

　

保
護
命
令
を
受
け
た
児
童

⑦
婚
姻
し
な
い
で
生
ま
れ
た
児
童

⑧
父
、
ま
た
は
母
の
生
死
が
不
明
で
あ
る

　

児
童

非
該
当
要
件

※
公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
場
合
や
児

　
童
が
児
童
入
所
施
設
等
に
入
所
し
て
い

　
る
場
合
等
、
支
給
要
件
に
当
て
は
ま
る

　
方
で
も
、
支
給
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と

　
が
あ
り
ま
す
。

手
当
月
額（
児
童
１
人
の
場
合
）

　

４
２
，
９
１
０
円
〜
１
０
，
１
２
０
円

※
２
人
目
の
児
童
に
対
し
て
は
、

　

１
０
，
１
４
０
円
〜
５
，
０
７
０
円
が
、

　

３
人
目
以
降
の
児
童
に
対
し
て
は
、

　

１
人
に
つ
き
６
，
０
８
０
円
〜
３
，

　

０
４
０
円
が
加
算
さ
れ
ま
す（
受
給
者

　

の
所
得
に
よ
り
決
定
し
ま
す
）。

遺
児
手
当（
愛
知
県・あ
ま
市
）

　

次
の
要
件
に
当
て
は
ま
る
18
歳
以
下

（
18
歳
到
達
年
度
の
３
月
31
日
ま
で
）

の
児
童
を
監
護
、
養
育
し
て
い
る
方
に
支

給
さ
れ
ま
す
。

支
給
要
件

①
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
要
件
①
〜
⑦
に

　

同
じ

②
父
、
ま
た
は
母
が
１
年
以
上
行
方
不

　

明
で
あ
る
児
童

※
児
童
扶
養
手
当
の
非
該
当
要
件
に
同
じ

手
当
月
額（
児
童
１
人
の
場
合
）

・
愛
知
県
遺
児
手
当　

４
，
３
５
０
円

　
（
支
給
期
間
は
５
年
間
、
３
年
経
過

　

後
は
半
額
）

・
あ
ま
市
遺
児
手
当　

２
，
０
０
０
円

　
（
支
給
期
間
は
５
年
間
）

※
児
童
扶
養
手
当
、
遺
児
手
当
と
も
に
所

　

得
制
限
が
あ
り
ま
す
の
で
、
受
給
者
及

　

び
扶
養
義
務
者
の
所
得
に
よ
り
、
支
給

　

停
止
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問
合
先　
子
育
て
支
援
課

　

☎︎
４
４
４
・
３
１
７
３


	kohoama_new08_a4_01-34_4.pdf



